様式第１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（直接契約機関用）
業務委託参加資格確認申請書

　令和　　年　　月　　日　　
　熊　本　市　長　（宛）
住　　　　所　
商号又は名称　
代表者職氏名　
令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）の実施機関となることを申請します。

なお、業務委託に参加する資格の有無を確認されるよう、下記の書類を添えて申請します。
記

１　委託業務名
令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）業務委託
　　健康診査は、以下の方法で実施します。（該当する項目に○を付けてください。）

	
	①　健康診査単独実施

	
	②　人間ドック受診時に実施

	
	③　①及び②両方の方式で実施


　２　提出書類
（１）業務委託参加資格審査調書（様式第２号）

（２）特定健康診査の外部委託に関する調書（様式第３号）

（３）見積書（様式第４号）

　（４）電子契約利用意向確認票（様式第５号）
様式第１号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医師会用）
業務委託参加資格確認申請書

　令和　　年　　月　　日　　

　熊　本　市　長　（宛）

住　　　　所　　
商号又は名称　　

代表者職氏名　　

　当医師会の会員の医療機関（別紙「実施機関一覧」のとおり）が令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）の実施機関となることを申請します。

なお、業務委託に参加する資格の有無を確認されるよう、下記の書類を添えて申請します。
記

１　委託業務名：令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）業務委託

　　健康診査は、以下の方法で実施します。（該当する項目に○を付けてください。）

	
	①　健康診査単独実施

	
	②　人間ドック受診時に実施

	
	③　①及び②両方の方式で実施


　２　提出書類

（１）業務委託参加資格審査調書（様式第２号）

（２）特定健康診査の外部委託に関する調書（様式第３号）

（３）見積書（様式第４号）
（４）実施機関一覧（既に提出済みで変更がない場合は不要）

（５）電子契約利用意向確認票（様式第５号）
様式第２号
業務委託参加資格審査調書

１　件名　　令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）業務委託　

２　参加資格条件
次に掲げる条件をすべて満たしていることを誓約します。虚偽の事項があった場合は、いかなる措置を受けても異議ありません。なお、この書類を提出した以後に次に掲げる条件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに届け出ます。
　(1)　熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱（平成２０年告示第７３１号）第５条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。ただし同要綱第１１条に規定されている者はこの限りでない。
(2)　地方自治法施行令第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。
(3)　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4)　熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱（平成１８年告示第１０５号）第３条第１号の規定に該当しないこと。
(5)　熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱（平成２１年告示第１９９号。以下「指名停止要綱」という。）に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)　消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7)　業として当該業務委託に付する契約に係る業務を営んでいること。
(8)　過去３年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9)　 熊本市内及び熊本市近隣自治体の区域内に実施場所を有すること。
(10)　 高齢者医療確保法の規定に基づく「特定健康診査及び特定保健指導実施に関する基準（平成１９年厚生労働省令第１５７号。以下「実施基準」という。）」第１６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成２５年厚生労働省告示第９２号）に規定される基準を満たすもの。
(11)　 実施基準及び「標準的な健診・特定保健指導プログラム（令和６年度版）」を遵守して、特定健診を実施できること。
(12)　特定健診の法定検査項目となっている基本的な健診の検査項目、熊本県後期高齢者医療広域連合が定める基本的な健診の検査項目、医師の判断で実施する詳細な健診の検査項目及び本市の追加健診の検査項目について全て実施できる体制であること。
(13)　同時に募集している令和８年度（２０２６年度）生活保護受給者等健康診査業務委託（担当部局：保護管理援護課）も原則受託できること。ただし、人間ドック受診時のみ特定健診を実施する契約を希望する場合は対象外とする。
令和　　年　　月　　日　　　　（申請者）
　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【連絡担当部署】
	部署名
	
	担当者名
	

	電話番号
	
	ＦＡＸ
	

	電子メール
	


様式第３号
特定健康診査の外部委託基準に関する調書
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　

　「特定健康診査（以下「特定健診」という。）の外部委託に関する基準」（平成２５年厚生労働省告示９２号）について、該当する場合は○を、該当しない場合は×を記入すること。
　質問によっては、業務受託を想定した質問があるが、その質問の場合には、業務を受託したと想定して答えること。
１　人員に関する基準

	１
	特定健診を適切に実施するために必要な医師、看護師等が質的及び量的に確保されていること。
	

	２
	常勤の管理者（特定健診を実施する施設において、特定健診に係る業務に付随する事務の管理を行う者）が置かれていること。ただし、事務の管理上支障がない場合は、特定健診を実施する施設の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設等における職務に従事することができるものとする。
	


２　施設、設備等に関する基準

	１
	特定健診を適切に実施するために必要な施設及び設備等を有していること。
	

	２
	検査や診察を行う際に、受診者のプライバシーが十分に保護される施設及び設備等が確保されていること。
	

	３
	救急時における応急処置のための体制が整っていること。
	

	４
	健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第２５条に規定する受動喫煙の防止措置が講じられていること（医療機関においては、患者の特性に配慮すること。）。
	


３　精度管理に関する基準

	１
	特定健診項目について内部精度管理（特定健診を行う者が自ら行う精度管理（特定健診の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。）をいう。）が定期的に行われ、検査値の精度が保証されていること。
	

	２
	外部精度管理（特定健診を行う者以外の者が行う精度管理をいう。）を定期的に受け、検査値の精度が保証されていること。
	

	３
	特定健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられるよう必要な体制が整備されていること。
	

	４
	実施基準第１条第１項各号に掲げる項目のうち、検査の全部又は一部を外部に再委託する場合には、再委託を受けた事業者において(1)から(3)までの措置が講じられるよう適切な管理を行うこと。
	


様式第３号
　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　

４　特定健康診査の結果等の情報の取扱いに関する基準
	１
	特定健診に関する記録を電磁的方法（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。）により作成し、保険者に対して当該記録を安全かつ速やかに提出すること。
	

	２
	特定健診の結果の受診者への通知に関しては、当該受診者における特定健診の結果の経年管理に資する形式により行われるようにすること。
	

	３
	特定健診に関する記録の保存及び管理が適切になされていること。
	

	４
	高齢者の医療の確保に関する法律第30条に規定する秘密保持義務を遵守すること。
	

	５
	個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。
	

	６
	保険者の委託を受けて特定健康診査の結果を保存する場合には、医療情報の安全管理（組織的、物理的、技術的、人的な安全対策等）を徹底すること。
	

	７
	特定健診の結果の分析等を行うため、保険者の委託を受けて特定健診の結果に係る情報を外部に提供する場合には、分析等に当たり必要とされる情報の範囲に限って提供するとともに、提供に当たっては、個人情報のマスキングや個人が特定できない番号の付与等により、当該個人情報を匿名化すること。
	


５　運営等に関する基準

	１
	特定健診の受診が容易になるよう、土日若しくは祝日又は夜間に特定健診を実施するなど、受診者の利便性に配慮し、特定健康診査の受診率を上げるよう取り組むこと。
	

	２
	保険者の求めに応じ、保険者が特定健診の実施状況を確認する上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと。
	

	３
	特定健診の実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該実施者の資質の向上に努めること。
	

	４
	特定健診を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を有すること。
	

	５
	保険者から受託した業務の一部を再委託する場合には、保険者との委託契約に、再委託先との契約においてこの告示で定める基準に掲げる事項を遵守することを明記すること。
	

	６
	運営についての重要事項として次に掲げる事項を記した規程を定め、当該規程の概要を、保険者及び特定健康診査の受診者が容易に確認できる方法(ホームページ上での掲載等)により、幅広く周知すること。

ア 事業の目的及び運営の方針

イ 従業者の職種、員数及び職務の内容

ウ 特定健康診査の実施日及び実施時間

エ 特定健康診査の内容及び価格その他の費用の額

オ 事業の実施地域

カ 緊急時における対応

キ その他運営に関する重要事項
	

	７
	特定健診の実施者に身分を証する書類を携行させ、特定健診の受診者等から求められたときは、これを提示すること。
	

	８
	特定健診の実施者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、特定健診を行う施設の設備及び備品等について衛生的な管理を行うこと。
	

	９
	虚偽又は誇大な広告を行わないこと。
	

	１０
	特定健診の受診者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。
	

	１１
	従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。
	


様式第４号

令和　　年　　月　　日

見　積　書

熊本市長　大西　一史　（宛）

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　

（機関番号　　　　　　　　　　　　　　 ）  

見 積 件 名
令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）業務委託

見 積 金 額
特定健康診査
基本的な健診　　　　　　円／人（消費税込）

　　　追加健診　　　　　　　　円／人（消費税込）
詳細な健診

貧血検査　　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　心電図検査　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　眼底検査　　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　血清クレアチニン　　　　　　　円／人（消費税込）

後期高齢者健診
基本的な健診　　　　　　円／人（消費税込）

　　　追加健診　　　　　　　　円／人（消費税込）

詳細な健診
　　　　　　　心電図検査　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　眼底検査　　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　
※見積金額は、受診者の自己負担額を含めた金額を記入してください。

※特定健診実施を人間ドック受診時のみに適用する場合は、詳細な健診単価を記載する必要はありません。

令和　　年　　月　　日

見　積　書

熊本市長　大西　一史　（宛）

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　

（機関番号　　　　　　　　　　　　 ）  


見 積 件 名
令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）業務委託

見 積 金 額
特定健康診査
基本的な健診　　　　　　円／人（消費税込）

　　　追加健診　　　　　　　　円／人（消費税込）

詳細な健診

貧血検査　　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　心電図検査　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　眼底検査　　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　血清クレアチニン　　　　　　　円／人（消費税込）

後期高齢者健診
基本的な健診　　　　　　円／人（消費税込）

　　　追加健診　　　　　　　　円／人（消費税込）

詳細な健診
　　　　　　　心電図検査　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　　　　　　眼底検査　　　　　　　　　　　円／人（消費税込）

　　
※見積金額は、受診者の自己負担額を含めた金額を記入してください。

※健診実施を人間ドック受診時のみに適用する場合は、詳細な健診単価を記載する必要はありません。

様式第５号
電子契約利用意向確認票
	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者職氏名
	


＜電子契約について＞
本市では、受信者側の事前準備が不要な電子契約サービス（クラウドサイン）を導入しています。
メールで届いた書類のリンクをクリックし、オンラインで書類の内容を確認して合意締結することができます。

本サービスで使用可能なメールアドレスは、熊本市の業務委託業者登録名簿に登録されている契約締結権限者のアドレス（会社アドレス、会社代表者個人アドレス）です。登録されているアドレスは各自ご確認ください。
業者登録名簿に登録がない場合は、別途、電子契約利用申出書の提出が必要です。
本サービスで契約締結を行う場合、書面の契約書はお渡ししません。契約締結後に電子署名が施されたPDFファイルとダウンロード可能なリンクが発行されますので、有効期限内にご確認ください。
電子契約のメリットとして、契約締結のスピード化、郵送代の削減などが挙げられます。

　令和８年度（２０２６年度）熊本市国民健康保険特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査（個別健診）業務委託
の契約方法について、希望する方法をお選びください。
	
	電子契約を希望する

	
	書面による契約を希望する


記載例





公告日～提出期限





支払基金に登録している番号を記入してください。





人間ドックのみ契約希望の機関は記入しないでください





人間ドックのみ契約希望の機関は記入しないでください








